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秋田市楢山地区コミュニティセンターの整備における基本的な考え方

秋田市市民生活部生活総務課

１ 秋田市コミュニティセンターとは

市民の自主的で健全な地域自治活動の用に広く供することを目的として設置さ

れており、町内会や各種団体が会合、サークル活動、スポーツ活動などの場とし

利用するとともに、これら団体が参加する管理運営委員会などにより、施設の運

営が行われているほか、避難所に指定（指定避難所）されている。

２ 秋田市コミュニティセンターの現状

本市におけるコミュニティセンターの現状は、概ね次のとおり。

(1) 利用者数別平均床面積等

コロナ禍前の平成３０年度利用者実績別 新設は令和５年度実績 で算定 既（ ） （

存施設をコミュニティセンターに用途変更したものや複合施設の一部利用は除く。）

ア 利用者数が１５，０００人未満の施設（８施設）

平均床面積 ５２２㎡（全て木造）

イ 利用者数が１５,０００人以上３０，０００人未満の施設（６施設）

平均床面積 ８１２㎡（鉄筋コンクリート造４施設、鉄骨造２施設）

ウ 利用者数が３０，０００人以上の施設（１０施設）

平均床面積 ９４５㎡（鉄筋コンクリート造９施設、鉄骨造１施設）

(2) 諸室構成

多目的ホール、会議室（洋室又は和室 、調理室、事務室、倉庫が基本的な）

構成。その他、利用特性を考慮した図書室、談話コーナー、いこいスペースなど

(3) 設備

トイレ（男、女、バリアフリー）、エレベーター（２階がある場合）、冷暖房

(4) その他

・敷地内禁煙

・災害発生時における避難所対応

３ 楢山地区コミュニティセンターについて

秋田市楢山南中町（旧字名 亀ノ丁南土手町）に設置された旧楢山地区コミュ

ニティセンターは、昭和３６年建設の旧秋田市立秋田南中学校の校舎を改修して

５２年に開館したもので、６１年には体育館を増築し、平成１６年には隣接する

旧働く婦人の家を改修した会議室、図書コーナー、いこいルームを加えてリニュ

ーアル。その後、増築した体育館部分を除く旧コミュニティセンターを解体し、

和室、調理室等を増築して、１７年４月に現在の姿となった。

このため、劣化状況や構造、規模および建築年度が異なる３つの建物が混在す
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ることに加えて、他のコミュニティセンターと比較すると規模が大きいこと、体

育館を２つ有すること、図書コーナーやテニスコートがあることなど他施設には

ない特徴がある。

また、整備に当たっては 「全面更新（建替）の場合 「一部更新（増築、別、 」、

棟新設を含む ）の場合」又は「全ての既存施設を改修する場合」のいずれかの。

方法が想定されるほか、前述の利用者数別平均床面積等を考慮した 複数案を比

較し、地域住民との合意形成を図りながら、整備方針を検討する必要 がある。

併せて、施設の周囲には楢山緑地、楢山街区公園および保育園が隣接すること

から周辺環境を考慮した機能、施設配置、避難所としての利用等についても検討

を行う必要がある。

(1) 現施設の概要

ア 住 所 秋田県秋田市楢山南中町１番９号

イ 敷地面積 4,509.92㎡

ウ 延床面積 1,647.84㎡

エ 構造規模、建築年度等

(ｱ) 旧働く婦人の家部分

昭和54年度 869.00㎡ ＲＣ造２階建て一部Ｓ造平家建

(ｲ) 体育館増築部分

昭和61年度 389.76㎡ Ｓ造平家建

(ｳ) 和室、調理室等増築部分

平成16年度 389.08㎡ Ｓ造平家建

オ 都市計画の指定等

第一種住居地域（建ぺい率60％、容積率200％ 、準防火地域）

現在、敷地の一部に都市計画緑地楢山緑地を含むが、取扱いについては今

後、調整する。

カ 屋外施設

駐車場、駐輪場、テニスコート１面

キ 秋田市水害ハザードマップにおける浸水した場合に想定される水深

０．５ｍ以上３．０ｍ未満 １階の軒下までつかる程度

ク 指定避難所兼指定緊急避難所

対象とする災害種別：土砂、地震

※現施設は(ｷ)に示す水深より上の階に避難スペースが確保できないこと

から洪水は対象としていない。

ケ 老朽化の状況

令和２年度の劣化度調査結果総評では 「楢山地区コミュニティセンター、

は、平成１６年に旧働く婦人の家と旧楢山地区コミュニティセンターを一体

の建物とするための大規模な改修工事を行っている。平成２５年には、旧働

く婦人の家の体育館の耐震補強工事を行っており、昭和５４年度に竣工した



- -3

旧働く婦人の家部分の躯体に問題はないように見受けられるが、建物の全体

的な経年劣化が見られ、できるだけ早い時期の改修を推奨する。楢山地区コ

ミュニティセンターは建物が大きく、今後の改修費、光熱費のコストを考慮

、 。」し 建物全体の長寿命化を図る方法の一つとして改築や減築も考えられる

とされている。

築４４年となる旧働く婦人の家は、大規模改修の目安としている４０年

（(3)ウ(ｲ) 長寿命化のイメージ図参照）を既に経過していることから、整

備に当たっては、当該躯体の劣化状況を再度確認する必要がある。

(2) 過去６年間の施設利用者数および利用件数

年 度 利用者数（人） 利用件数（件） 備 考

平成３０ ４５，４１５ ４，５３１ 令和元年度以降の利用者数お

令和元 ４０，６７９ ４，１３７ よび利用件数については、新

令和２ ３０，３１２ ３，４９６ 型コロナウイルス感染症によ

令和３ ３３，１５３ ３，８０７ る影響を考慮する必要があ

令和４ ３３，３７１ ３，８９０ る。

令和５ ３７，１１８ ４，１３１

＜位置図＞



- -4

＜対象敷地＞
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＜配置図兼１階平面図＞ ＜２階平面図＞

(3) 整備における基本的な考え方

ア 全面更新（建替）の場合

・社会情勢の変化、利用者ニーズ、利用形態の変化等を勘案し、建物や諸

室の構成、適正な面積等を整理する。

・今後の修繕、改修、長寿命化を図る工夫などをあらかじめ整理し計画する。

・建築物の省エネ化により環境負荷の低減を図る。

・秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に基づき整備する。

・周辺環境との調和に配慮する。

・災害発生時の避難所対応が必要であることを考慮する。

イ 一部更新（増築、別棟新設を含む ）の場合。

・新設施設の諸室の構成等について、既存施設との連携を図る。

・その他、アに同じ。

ウ 全ての既存施設を改修する場合

全ての既存施設を改修する場合にあっては、次のとおり。
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(ｱ) 目標使用年数の設定

「建築物の耐久計画に関する考え方 （日本建築学会）を参考とし、建」

物の目標使用年数を躯体の構造別に以下のとおり設定する。

・鉄筋コンクリート造および鉄骨造 ８０年

(ｲ) 長寿命化のイメージ

(ｳ) 施設の機能向上と環境負荷の低減

・社会情勢の変化、利用者ニーズ、利用形態の変化等を勘案し、築後

４０年を経過した建築物については、大規模改修を実施する。

・建築物の省エネ化により、環境負荷の低減を図る。

(ｴ) 基本的な改修工事の設定条件

設定条件については、現地を調査の上、設定する。

次に、コミュニティセンター改修時における設定条件の一例を示す。

工事項目 工事内容

屋上防水 ● シート防水（カバー工法）

外壁 タイル貼り除く ● 既存塗膜除去、ひび割れ補修、仕上げ塗装（ 。）

外部サッシ ◎ シーリング改修、一部水切り更新

内装（建具含む ） ◎ 塗り替え一部更新。

外構 ◎ 一部舗装改修

機械設備 ● 空調機器・ダクト、衛生器具等の更新

電気設備 ● 受変電設備、照明設備、防災設備等の更新

（凡例）●：全面改修又は更新 ◎：調査結果を検討した上で実施

他に想定される要素

固有要素 具体内容

法令対応 ・バリアフリー（スロープ、ＥＶ等）

・耐震対応（耐震天井）

・消防設備（屋内消火栓、火災報知器等）

・石綿（アスベスト）除去 等

施設の機能向上 ・各室レイアウト変更（間仕切り壁、冷暖房、照明他）等
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経年劣化 ・外部サッシ改修（前面）

・コンクリートの中性化防止対策

・内装（建具含む ）の更新。

・外構（舗装、囲障等）の更新 等
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秋田市 コミュニティセンターの整備における基本的な考え方楢山地区

秋田市市民生活部生活総務課

１ 秋田市コミュニティセンターとは

市民の自主的で健全な地域自治活動の用に広く供することを目的として設置さ

れており、町内会や各種団体が会合、サークル活動、スポーツ活動などの場とし

利用するとともに、これら団体が参加する管理運営委員会などにより、施設の運

営が行われているほか、避難所に指定（指定避難所）されている。

２ 秋田市コミュニティセンターの現状

本市におけるコミュニティセンターの現状は、概ね次のとおり。

(1) 利用者数別平均床面積等

コロナ禍前の平成３０年度利用者実績別 新設は令和５年度実績 で算定 既（ ） （

存施設をコミュニティセンターに用途変更したものや複合施設の一部利用は除く。）

利用者数が１５，０００人未満の施設（８施設）ア

平均床面積 ５２２㎡（全て木造）

利用者数が１５,０００人以上３０，０００人未満の施設（６施設）イ

平均床面積 ８１２㎡（鉄筋コンクリート造４施設、鉄骨造２施設）

利用者数が３０，０００人以上の施設（１０施設）ウ

平均床面積 ９４５㎡（鉄筋コンクリート造９施設、鉄骨造１施設）

(2) 諸室構成

多目的ホール、会議室（洋室又は和室 、調理室、事務室、倉庫が基本的な）

構成。その他、利用特性を考慮した図書室、談話コーナー、いこいスペースなど

(3) 設備

トイレ（男、女、バリアフリー）、エレベーター（２階がある場合）、冷暖房

(4) その他

・敷地内禁煙

・災害発生時における避難所対応

３ 楢山地区コミュニティセンターについて

秋田市楢山南中町（旧字名 亀ノ丁南土手町）に設置された旧楢山地区コミュ

ニティセンターは、昭和３６年建設の旧秋田市立秋田南中学校の校舎を改修して

５２年に開館したもので、６１年には体育館を増築し、平成１６年には隣接する

旧働く婦人の家を改修した会議室、図書コーナー、いこいルームを加えてリニュ

ーアル。その後、増築した体育館部分を除く旧コミュニティセンターを解体し、

和室、調理室等を増築して、１７年４月に現在の姿となった。

このため、劣化状況や構造、規模および建築年度が異なる３つの建物が混在す
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ることに加えて、他のコミュニティセンターと比較すると規模が大きいこと、体

育館を２つ有すること、図書コーナーやテニスコートがあることなど他施設には

ない特徴がある。

全面更新（建替）の場合 「一部更新（増築、別また、整備に当たっては 「、 」、

建物の一部解棟新設を含む ）の場合」又は「全ての既存施設を改修する場合」。

体、一部再利用および新設整備」又は「建物の全てを解体撤去および新設整備」

のいずれかの方法が想定されるほか、前述の利用者数別平均床面積等を考慮した

複数案を比較し、地域住民との合意形成を図りながら、整備方針を検討する必要

がある。

併せて、施設の周囲には楢山緑地、楢山街区公園および保育園が隣接すること

から周辺環境を考慮した機能、施設配置、避難所としての利用等についても検討

を行う必要がある。

(1) 現施設の概要

住 所 秋田県秋田市楢山南中町１番９号ア

敷地面積 4,509.92㎡イ

延床面積 1,647.84㎡ウ

構造規模、建築年度等エ

旧働く婦人の家部分(ｱ)

昭和54年度 869.00㎡ ＲＣ造２階建て一部Ｓ造平家建

体育館増築部分(ｲ)

昭和61年度 389.76㎡ Ｓ造平家建

和室、調理室等増築部分(ｳ)

平成16年度 389.08㎡ Ｓ造平家建

都市計画の指定等オ

第一種住居地域（建ぺい率60％、容積率200％ 、準防火地域）

現在、敷地の一部に都市計画緑地楢山緑地を含むが、取扱いについては今

後、調整する。

屋外施設カ

駐車場、駐輪場、テニスコート１面

秋田市水害ハザードマップにおける浸水した場合に想定される水深キ

０．５ｍ以上３．０ｍ未満 １階の軒下までつかる程度

指定避難所兼指定緊急避難所ク

対象とする災害種別：土砂、地震

※現施設は(ｷ)に示す水深より上の階に避難スペースが確保できないこと

から洪水は対象としていない。

老朽化の状況ケ

令和２年度の劣化度調査結果総評では 「楢山地区コミュニティセンター、

は、平成１６年に旧働く婦人の家と旧楢山地区コミュニティセンターを一体
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の建物とするための大規模な改修工事を行っている。平成２５年には、旧働

く婦人の家の体育館の耐震補強工事を行っており、昭和５４年度に竣工した

旧働く婦人の家部分の躯体に問題はないように見受けられるが、建物の全体

的な経年劣化が見られ、できるだけ早い時期の改修を推奨する。楢山地区コ

ミュニティセンターは建物が大きく、今後の改修費、光熱費のコストを考慮

、 。」し 建物全体の長寿命化を図る方法の一つとして改築や減築も考えられる

とされている。

築４４年となる旧働く婦人の家は、大規模改修の目安としている４０年

（ ４ 改修整備における基本的な考え方 長寿命化のイメージ図参(3)ウ(ｲ)

照）を既に経過していることから、整備に当たっては、当該躯体の劣化状況

を再度確認する必要がある。

(2) 過去６年間の施設利用者数および利用件数

年 度 利用者数（人） 利用件数（件） 備 考

平成３０ ４５，４１５ ４，５３１ 令和元年度以降の利用者数お

令和元 ４０，６７９ ４，１３７ よび利用件数については、新

令和２ ３０，３１２ ３，４９６ 型コロナウイルス感染症によ

令和３ ３３，１５３ ３，８０７ る影響を考慮する必要があ

令和４ ３３，３７１ ３，８９０ る。

令和５ ３７，１１８ ４，１３１

＜位置図＞










